
京都府 京丹後市
協同労働推進事業
持続可能な地域づくりと「協同労働」

令和6年7月12日（金）

第174回市町村職員を対象とするセミナー

「地域づくりを仕事にする新しい働き方」～労働者協同組合の活用促進～

京丹後市市長公室地域コミュニティ推進課
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京丹後市の概要01

面 積 501.43平方キロメートル

人 口 50,864人（R2国勢調査）

世 帯 数 20,138世帯

高 齢 化 率 35.3％（65歳以上人口）

主 要 産 業 金属製品・一般機械・輸送機械製造業、
繊維・衣服製造業、農林水産業、観光業

産 業 別

就 業 率

１次産業： 2,714人（ 9％）

２次産業： 9,215人（31％）

３次産業：16,745人（56％）

⚫ 京丹後市は、京都府の最北端、丹後半島に位置し、東西約35km南北約
30kmの広がりを持っています。

⚫ 沿岸部は山陰海岸国立公園、丹後天橋立大江山国定公園に指定され、内
陸部には標高400～600mの山々が連なっています。
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京丹後市の概要01

出典：京丹後市ふるさと応援総合パンフレット
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京丹後市の概要01
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京丹後市の概要

出典：京丹後市ふるさと応援総合パンフレット
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京丹後市ふるさと納税01

出典：京丹後市ふるさと応援総合パンフレット



⚫ ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ支援補助金
⚫ 協同労働推進事業
⚫ 労働者協同組合運営支援補助金

⚫ 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活動交付金
⚫ 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ設立支援補助金

⚫ 地域振興交付金
⚫ 区長会運営交付金
⚫ 地域振興対策補助金
⚫ 地域協働型小規模公共事業

行政区の活動支援 新たな地域コミュニティ 地域活動の事業化守る
課題
解決

225の行政区、区長連絡協議会

行政区の活動に対する支援
集会施設等の環境整備

3の地域コミュニティ組織

行政区を超えた組織づくり
事務局の機能強化、人材の配置
若者や女性の参画の促進

• 住民団体、労働者協同組合
• 事業化を進める地域コミュニティ組織 など

専門家による人的支援
スタートアップに対する財政支援

地域社会の基盤づくり 地域課題を主体的に解決 地域の稼ぐ力を強化

等 等 等

稼ぐ

⚫若者や女性など多様な人材が活躍し、主体的に地域振興や課題解決に取り組む地域

地
域
力
の
総
合
的
な
向
上

⚫ 人口減少や高齢化により地域の活力が減少傾向（地域活動の停滞・縮小）
⚫ 行政区の機能低下に加え、地域課題が多様化する中、課題の解決が先送り傾向

現
状

あ
り
た

い
姿

活
動
の
段
階
に
合
わ
せ
た
切
れ
目
な
い
支
援

…ハード事業

※R4.10月時点の想定数

地域おこし協力隊（委託型等）地域おこし協力隊（任用型）地域づくり支援員

…人的支援
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京丹後市の今後の地域振興の方針02

⚫ さらなる人口減少を見据え、行政区の活動を下支えしつつ、地域が自ら
課題を解決できる仕組みづくりを支援し、地域力の総合的な強化を図る



⚫ 2045年の推計人口は32,255人（2015年比41.4％減少）
⚫ 2045年には概ね2人に1人が65歳以上となる見込み

京丹後市の状況【人口推移】03

（国立社会保障・人口問題研究所推計値）
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京丹後市の状況【限界集落の推移】03

⚫ 限界集落の数がここ10年で約3倍に増加
⚫ 人口減少や高齢化により、行政区の機能低下が懸念される



子ども会 運動会 除雪 マルシェ

環境整備 防災活動 祭り高齢者支援

行政区を中心とした支え合いで運営されてきた地域活動

地域の現状【地域活動の停滞】03

⚫ 京丹後市内の多くの地域活動は、行政区を中心に運営されてきた
⚫ 人口減少や高齢化で、今後、地域活動が継続できない恐れがある
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地域の現状【新しい地域課題の顕在化】03

⚫ 買い物や移動(民業の撤退)、空き家の増加など地域課題が多様化
⚫ 行政区単独では解決できない課題が増加している

買い物 移動など生活支援 空き家

顕在化してきた新しい地域課題

14



新たな地域コミュニティの推進04

15
https://www.city.kyotango.lg.jp/material/files/group/1/202403koho_bessatu.pdf

広報京丹後別冊「新コミュのススメ」

https://www.city.kyotango.lg.jp/material/files/group/1/202403koho_bessatu.pdf


行政区を越えた広域で連携 若者や女性など多様な人材の活躍

ワークショップ話し合い活動

地域福祉・健康地域防災

生涯学習活動

地域資源保全

子育て

空家活用・移住

新たな地域コミュニティ（ビジョン）04

⚫ 旧村や地区公民館など広域連携を強め新たな地域ｺﾐｭﾆﾃｨを形成
⚫ 225地区で36の地域ｺﾐｭﾆﾃｨを形成、元気で住みよい地域づくりを進める

行政区はそのまま。旧小学校区や地区公民館の範囲など
顔が見える広域の範囲で連携する。共通する課題や取り
組みなど、連携できる分野から連携を進める。

若者や女性など多様な人材が活躍。世帯1票ではなく1人
1票の考え方で、子どもからお年寄りまで多様な方が楽
しみながら活動に参画できるよう進める。
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新たな地域コミュニティ（期待する6つの機能）04

⚫ 新たな地域ｺﾐｭﾆﾃｨ組織にはできる機能から備えていただくことを期待
⚫ 行政の担当部局や社会福祉協議会など関係機関と連携して推進

②長寿福祉（ささえる）

サロンやカフェの開催、高齢者
の見守り、生活相談窓口の設置、
買い物や移動支援、福祉委員や
民生委員との連携など

⑤関係人口（つなげる）

地域ファンづくり、空家活用
（空き家の発掘、シェアハウス
などお試し住宅の運営）、移住
希望者のサポート、体験交流イ
ベントなど

③こども（はぐくむ）

こどもの居場所づくり・地域
版学童保育、登下校の見守
り・声かけ、こども食堂、ふ
るさと教育、地域体験など

④生涯学習（まなぶ）

多世代が集う取り組みの企画・
開催（文化祭、運動会など）、
地域の歴史文化を学ぶセミナー
の開催など

⑥地域創生（かせぐ）

地域資源を活用した収益事業
（ふるさと納税の返礼品等）、
多面的機能支払交付金等の広域
化、労働者協同組合の検討など、
財源確保の取組

①地域防災（まもる）

地域防災計画の策定、避難所
運営マニュアルの作成、防災
訓練、防災リーダー育成、被
災体験の共有など

期待する

６つの
機能

17



新たな地域コミュニティ（支援制度）04

⚫ 地域の段階に応じた財政支援と人的支援
⚫ 令和７年度に市内全域で地域コミュニティが動き出すことを目指す

STEP1 STEP2 STEP3

調査研究組織設立推進事業

補助率：10/10（上限20万
円）1年間限り、調査研究、
計画策定などに必要な経費

地域マネジャー配置事業

体制や計画づくり支援（市
と委託契約、月4万円程度）

準備組織の設立

新たな地域コミュ
ニティ組織の設立

活動・運営事業

補助率等：10/10（100万円
/年,1行政区の新コミュ組織
は活動費のみ30万円）
最大2年間

地域の良いところや課題から、
将来ありたい姿と必要な体制を
描く（アンケート、WS等）

ありたい姿の実現に向け、地域
課題の解決や効率的な地域運営
を実践

地域コミュニティ組織で地域課
題の解決、持続可能な地域運営
を行う

地域コミュニティ組織の
活動が本格的にスタート

地域コミュニティ活動交付金

(1)多様なつながりづくり事業
・ 1,000円×世帯数、小規模加算あり

(2) 持続可能な地域づくり事業(140万円)
・ 地域マネージャー配置(125万円)
・ 地域課題解決事業費(15万円)

(3) 複合型地域コミュニティ事業(10万円)

18
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出典：日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会より

協同労働による地域づくり（イメージ）05

⚫ 労働者協同組合法に基づく「労働者協同組合」の活用を推進
⚫ 事業化により雇用を創出、持続性を高め、多様な地域課題を解決
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R3年度から予算化01 02 市役所に

相談窓口の設置

組合運営を支援する

補助制度の創出03
組合設立に特化して支援する

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置04

基礎自治体として

全国
唯一

【4つの特徴】京丹後市の協同労働05



まちづくり研修会

⚫ 市民対象の研修会
⚫ 延べ200人が参加

⚫ R3から研修会や相談会を実施。R5は宮古島市から講師を招集
⚫ 農地保全、海岸美化、加工品、障がい者支援等の団体が関心あり
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相談会

⚫ 地域や団体対象の相談会
⚫ 延べ12団体が参加

まちづくり研修会、相談会05



協力隊・創生職員

⚫ 副業や起業に制度活用を推奨
⚫ TangoCrew’s設立につながる

⚫ 地域おこし協力隊やふるさと創生職員、市職員を対象とした説明会
⚫ 制度の周知理解、活用を促す
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市職員

⚫ 7部署23課39人(市民、農林海、
商観、福祉、教)

市職員及び地域おこし協力隊などを対象とした説明会05



⚫ 法施行に合わせ自治体で初めて正式な相談窓口を設置
⚫ ワーカーズコープと連携し、専門的な相談にも対応
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相談窓口の設置05



⚫ 組合設立の課題は、理念の理解、定款・事業計画の作成など
⚫ 専門的な知見を持ったコーディネーターを設置し、設立を支援

24

組合設立を検討する団体コーディネーター

労働者協同組合の設立を促進

支援

コーディネーターの設置05



⚫ 労働者協同組合の運営を支援する補助制度を令和5年度に創設
⚫ 令和5年は1団体予算額:600千円（決算額:300千円）
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✓ 労働者協同組合運営支援事
業補助金（補助率:1/2、最大
300千円、最大3年間）

✓ 組合が行う事業の経費につ
いて補助金を交付

労働者協同組合市

労働者協同組合の運営を支援

補助金

補助制度の創設05



⚫ 個別相談の12団体を始め、各地域で組合設立の検討が進む
⚫ コーディネーターが地域に入り、伴走支援

26

宇川加工所 久美浜一区自治会

⚫ 元気印の女性チーム
⚫ 農作物の加工品づくり

⚫ 小規模多機能自治を推進
⚫ 自治会サービス会社構想

地域づくりを仕事にする検討がスタート05



半官半民の公務員による労働者協同組合

27

公務員 が 発起人!!

公務員 副業 労協

持続可能な地域づくりを進める
公務員の新しい働き方
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労働者協同組合「Tango Crew’s」05
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参考資料



実施日 事業 内容等 会場 参加者

令和3年8月30日 【中止】個別研修会 － － 緊急事態宣言を受け中止

令和3年10月19日 ①広島市視察（市、地域団体） 意見交換 広島市 －

令和3年10月24日 ②協同労働に関する研修会 研修会 福祉センター 57人（オンライン20人）

令和3年12月20日 ③新たな地域コミュニティ推進大会 広島市事例発表 弥栄庁舎 82人（オンライン20人）

令和4年2月18日 ④個別相談会 相談会 峰山庁舎等 7団体等が参加 ※1

④個別相談会

②協同労働に関する研修会①広島市視察

③新たな地域コミュニティ推進大会

※１ MOYAKO、WAVE、和田野区、野間連合区、久美浜一区自治会、下常吉区（女性2人）、宇川加工所

⚫ 基礎自治体として唯一、協同労働の推進に関する経費を予算化
⚫ 広島市から講師を招いた研修会などを開催し周知・機運醸成を図った

30

協同労働推進事業（令和3年度実績） 決算額：580千円



実施日 事業 内容等 会場 参加者

令和4年6月18日 ①動き出す、労働者協同組合法 シンポジウム 東京都 約550人（会場250人）

令和4年7月6日 ②個別相談会 相談会 弥栄庁舎等 5団体が参加 ※1

令和4年8月11日 ③まちづくり研修会 研修会 福祉センター 57人（オンライン20人）

令和4年8月19日 ④市職員勉強会 勉強会 峰山庁舎 39人

令和4年9月14日～ ⑤まちづくり講座（全3回開催） 講座、勉強 福祉センター のべ約40人

令和4年10月3日 ⑥相談窓口の設置 支援体制を強化 峰山庁舎 －

令和4年12月1日 ⑦厚生労働省都道府県担当者会議 市の事例発表 オンライン 都道府県の労協担当者

令和4年12月21日 ⑧島根県労働者協同組合フォーム 市の事例発表 松江市、浜田市 約200人（オンライン含む）

※１ WAVE、和田野区、いやさか鳥取校区地域づくり協議会、野間連合区、森路地、つながる丹後

③まちづくり研修会①日本労働者協同組合連合会特別合同企画 ②協同労働個別相談会

④市職員勉強会 ⑤第1回まちづくり講座 ⑥相談窓口の設置 31

協同労働推進事業（令和4年度実績） 決算額：1,100千円

⚫ 市民対象の研修会、相談会に加え、講座を3回開催し周知啓発を図った
⚫ 市職員勉強会を開催したほか、市に協同労働相談窓口を設置した
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⚫ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを設置し組合の設立を、補助制度を創出し組合の運営を支援
⚫ 宮古島市から講師を招いたまちづくり研修会を開催した

協同労働推進事業（令和5年度実績） 決算額：2,373千円

実施日 事業 内容等 会場 参加者

令和5年6月22日 地域おこし協力隊及びふるさと創生職員
勉強会（豊岡市から労働者協同組合アソ
ビバが参加）

制度説明
意見交換

清新高校 20人

令和5年7月9日 まちづくり研修会 意見交換 福祉センター 65人

令和5年8月30日 福岡県周知フォーラム 事例発表 オンライン 82人（オンライン20人）

令和5年9月24日 厚生労働省西日本フォーラム 事例発表 関大梅田 538人（オンライン457人）

令和6年2月25日 新たな地域コミュニティ推進大会 制度、事例紹介 福祉センター 260人

• 労働者協同組合が行う事業の経費に一部に
ついて補助金を交付し支援（補助率1/2、
１箇年最大200千円、最大3年間）

• 令和5年度は1団体に交付（Tango Crews）

労働者協同組合運営支援補助金

• コーディネーターを設置し、仲間及び組
織づくり、事業計画の策定など労働者協
同組合の設立を支援

• 3団体を伴走支援、令和5年12月京都府初
の労働者協同組合「Tango Crews」設立

専門的な知見を持つｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの設置

●概要
令和5年7月9日
福祉センター
参加者65人

●講師
労働者協同組
合かりまた共
働組合（沖縄
県宮古島市）

まちづくり研修会
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京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条 市長は、人口減少及び少子高齢化が進む中、労働者協同組合法（令和２年法律第７８号。以下「法」という。）に基づく労働者協同組合が実施する持続可能で活力ある地域社会の実現
に資することを目的に行う事業に要する経費の一部について、京丹後市補助金等交付規則（平成１６年京丹後市規則第６４号）及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において補助
金を交付するものとする。
（補助対象者）
第２条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、法第３条第１項に規定する労働者協同組合であって、市税等（京丹後市税条例（平成１６年京丹後市条例第８０号）第３条に規定
する市税、同条例第１９条に規定する延滞金及び同条例第２１条に規定する督促手数料をいう。）の滞納がないものとする。
（補助対象経費、補助金の額等）
第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、法第３条第１項に規定する基本原理に従い行われる事業に必要と認められる人件費、報酬、報奨金、旅費、消耗
品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料、賃借料、備品購入費、委託料その他市長が認める経費とする。
２ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）とし、１箇年度につき３０万円を限度とする。ただし、補助対象経費に
対し、国、府等の補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から控除するものとする。
３ 補助対象期間は、連続する３箇年度以内とする。
（交付申請）
第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に関係書類を添付して、市長に提出しな
ければならない。
（交付決定及び通知）
第５条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該事業の内容を審査し、適当と認める場合は、京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により当該
申請者に通知するものとする。
（交付決定前の着手）
第６条 申請者は、事業の効率的な実施を図るため、又は事業の実施に当たりやむを得ない事情がある場合で、前条に規定する交付の可否の決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ事前着
手届（別記様式第３号）を市長に提出しなければならない。
（事業計画の変更）
第７条 第５条の交付決定通知書を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金変更承認申請
書（別記様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
（実績報告）
第８条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金実績報告書（別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定）
第９条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにその審査を行い、補助対象事業の結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額
を確定するとともに京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金交付確定通知書（別記様式第６号）により当該補助事業者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第１０条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金交付請求書（別記様式第７号）を市長に提出するも
のとする。
（補助金の概算交付）

第１１条 前条の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算交付することができる。
２ 前項の規定により概算交付を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金概算交付請求書（別記様式第８号）
(2) 概算交付を必要とする理由書
(3) 事業資金計画表
（補助金の返還）
第１２条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合又は補助事業を中止若しくは廃止した場合は、補助事業者に対して、調査をした上で交付を受けた補
助金の返還を請求することができる。
（その他）
第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和５年４月１日から施行する。

京丹後市労働者協同組合運営支援事業補助金交付要綱


